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秋田市教育委員会平成２７年１０月定例会会議録

１ 日 時 平成２７年１０月２８日(水)

午後３時３０分～午後４時５分

２ 場 所 教育委員会室

３ 出席委員 委員長

教育委員

教育委員

教育委員

教育委員

４ 出席職員 教育次長

教育次長

総務課長

総務課参事

学事課長

学校教育課長

教育研究所長

スポーツ振興課長

文化振興室長

生涯学習室長

総務課長補佐

学事課長補佐

総務課副参事

総務課副参事

総務課主席主査

総務課主査

総務課主査
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５ 議 題

【教育長等の報告】

(1) 会計検査院による指摘について

(2) 旭化成建材が過去に下請けとして杭工事をした件について

(3) 雄和小学校の校章について

６ 議 事 午後３時３０分開会

【平成２７年９月定例会会議録の承認】

平成２７年９月定例会会議録について、異議がないため承認された。

【会議録署名委員の指名】

委員長が今回会議録の署名委員として委員２名を指名した。

【教育長等の報告】

(1) 会計検査院による指摘について

委員長 事務局から説明をお願いする。

総務課長 （資料に基づいて説明）

委員 秋田市の点検項目に不足していた点について、説明して

欲しい。

総務課参事 防火設備など、消防点検で実施している点検項目をあわ

せ所定の点検様式に改善し、建築基準法第１２条に基づく

点検とする。

委員 法律に基づいた点検をお願いする。

委員 資料には消火設備等について、６か月または１年ごとの

点検が必要と記載されている。点検は、年に１回でも２回

でも良いということか。
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総務課参事 設備ごとに年間の点検回数が異なる。

委員 年２回の点検の場合、その年度内の是正が必要となるの

か。

総務課参事 当年度内に修繕が可能な指摘箇所もあれば、予算化が必

要な場合もある。可能なものは当年度内に修繕している。

平成２６年度の消火設備の指摘事項が小学校で１９７項

目、現在解決済みは１５０項目、残りが４７項目。中学校

は１４８項目中１２８項目を是正し、２０項目が残ってい

る。残りについては下半期で是正したい。なお、平成２７

年度上半期で小学校１４３件、中学校６８件の是正が必要

な箇所が出てきている。

理由としては、ランプ切れや、消火栓の少しのさび等ま

で指摘されるため数が大きくなる。老朽化が進む度に指摘

件数が増える。長寿命化計画に期待している。

委員長 国の点検項目と、秋田市の点検項目との間でそごがあっ

たと言うことか。

総務課参事 そのとおりである。

委員長 消火栓等が学校に設置されることは、消防法により定め

られているのか。火事の際は、学校内の職員が設備を使用

することも考慮されているのか。

総務課参事 消火栓等は消防法の基準に基づいて設置されており使用

できるようになっている。

委員長 点検はどのようにされているのか。

総務課参事 委託業者によってなされている。

委員長 修繕に関して国等からの補助はあるのか。

総務課長 小規模の修繕に関しては市の一般財源となる。

委員 予算内で可能な限りするが、大規模な修繕は別途予算を

とる必要があるだろう。

総務課参事 会計検査院からは、大規模な修繕は大規模改造の予算を

使うように指導されている。その場合は補助が付く。修繕

方法の一つだと考えている。



- 4 -

※ 会計検査院による指摘についての報告は、以上のとおり終了した。

（2) 旭化成建材が過去に下請負として杭工事をした件について

委員長 事務局から説明をお願いする。

総務課参事 （資料に基づき説明）

※ 旭化成建材が過去に下請負として杭工事をした件についての報告は、

以上のとおり終了した。

（3) 雄和小学校の校章について

委員長 事務局から説明をお願いする。

学事課長 （資料に基づき説明）

委員長 校章のデザインについてワークショップで決定した事例

はあるのか。

学事課長 秋田市では初めての事例であるが、県内他都市において

はワークショップを利用した事例があり、参考にした。

委員長 児童生徒にとっても身近なものになるだろう。いつ公表

されるのか。

学事課長 現時点で公表されるが、校歌が１２月中に完成する予定

である。時期を見て一緒にＰＲしていきたい。

※ 雄和小学校の校章についての報告は、以上のとおり終了した。

【その他、委員から】

委員長 １８歳以上から、選挙権が付与されることになる。国は

冊子を配るそうだが、配布の範囲とスケジュールを教えて

欲しい。

学校教育課長 高校生を対象とした生徒向け副教材は、９月末に文部科
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学省のホームページに掲載され、１２月に県内の高等学校

の全ての学年の生徒に配布される。専修学校（美大附属高

等学院）については対象外であるため、秋田市で印刷、製

本して配布する。

委員長 いじめに対する再調査が行われたが、秋田市でもいじめ

の件数は増えたのか。

学校教育課長 平成２６年度の調査について、文部科学省の指導に基づ

き再調査が行われた。秋田市では小学校においては、当初

１７件から２５件。中学校においては４７件から４８件。

合計６４件から７３件となり、合計９件の増となった。い

ずれも子ども間で解決した事例であり、保護者へも、丁寧

に説明している。

【その他、今後の日程についての報告】

総務課長補佐 教育委員会定例会は原則、毎月第４木曜日としているが、

議会の日程の関係から、１１月定例会は１１月１６日

（月）午後３時３０分からを予定している。

委員長 １１月定例会は１１月１６日午後３時３０分からとする。

皆さん、よろしくお願いする。

午後４時５分閉会

以 上


